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本日お伝えしたいこと

障害者虐待防止法に基づく虐待防止の
取り組みについて

本センターにおける虐待相談等の対応
について

関係者の皆さまにお願いしたいこと
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１　障害者虐待防止法に基づく
　　　虐待防止の取り組みについて



障害者虐待防止法に基づく虐待防止の取り組み

障害者虐待の相談・通報先は、①市町または市町障害者虐待防
止センター及び②県障害者権利擁護センターです。　　　　
（法第32条、36条）



障害者虐待防止法に基づく虐待防止の取り組み

対象となる「障害者虐待」の類型として、
①身体的虐待　②性的虐待　③心理的虐待　④放棄・放置
（ネグレクト）⑤経済的虐待が定義されています（法第2条）

虐待はしない！
させない！

がまんしない！



障害者虐待防止法に基づく虐待防止の取り組み

虐待のサインを見逃さないで

虐待をしている人が、そのことを自覚していなかったり、虐待されてい
ても本人が言えなかったりすることがあります。
虐待を早期発見するには を周囲の人が見逃さない
ことが大切です。
そのために、地域住民や会社の同僚、障害者福祉施設、医療
機関、警察などによる連携が大切です。



本センターにおける虐待相談等の　　　　　　　
対応について

2



本センターにおける虐待相談等の対応について

平年24年10月に施行された「障害者虐待防止法」に基づき、
主に障害ある人を雇用する使用者からの虐待の相談窓口として、
広島県から県社協への委託により「広島県障害者権利擁護セン
ター」を運営しています。



本センターにおける虐待相談等の対応について
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相談内容は、使用者虐待に限らず、日常生活に関わる全般的なものが多い
状況です。近年、一般企業による障害者雇用率の上昇等もあり、福祉的就
労にかかる相談も増えています。相談者の類型は精神障害の割合が比較的
多い状況です。当センターでは具体的な解決策を提示することが難しく、
傾聴して終了するケースも少なくありません。当センターとしては、必要
に応じて、市町の障害者虐待防止センターや関係機関と連携しながら、相
談対応をすすめています。

令和3年度～令和5年度



本センターにおける虐待相談等の対応について

        相談内容　※相談内容を一部加工修正し掲載

職場で明らかに他の職員との
待遇が異なっておりほとんど
仕事がもらえない。

障害のある家族がいじめをうけている。
障害者虐待ではないか。

複数の上司から職場で心理
的虐待を受けてきた。組織
の課題として虐待防止に取
り組む動きにつなげてほし
い。

施設内での利用者への対応につい
て、虐待にあたる行為なのかどうか
知りたい。

見た目を理由に、会社で　
パワハラや差別を受けて
いる。この状況を改善し
てほしい。

施設内での職員による虐待が
発覚した。



関係者の皆さまにお願い
したいこと
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関係者の皆さまにお願いしたいこと

関係機関等と連携して、障害者虐待防止に係る広報・周知を
すすめています。

【作成物】

 ●リーフレット（２種）
 ●チラシ

【配布先】

 ●市町障害者虐待防止センター
 ●広島労働局・ハローワーク
 ●広島法務局
 ●障害者就業・生活支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ●障害者職業センター
 ●特別支援学校
 ●市町社会福祉協議会
 ●関係機関・団体　等



関係者の皆さまにお願いしたいこと　

◎障害がある人の権利・生命を守る最たるものが、「虐待防止の
取り組み」です。
◎虐待「かもしれない」と思われたら、市町センターや県センター
にまずはご相談ください。「かもしれない」場合も通報義務があり、
通報者・相談者の秘密は守られます。



ご清聴ありがとうございました


